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はじめに

　前回までに学校理科教育の化学分野における事故事例について解説し，一般的な安全対

策についても見てきた1）。専門誌でも化学分野の事故並びに事故原因に関する記事が昭和

時代から特集されている２）～６）。さらには全国や都道府県などの自治体の教育センターか

らも理科実験教育の事故事例やその対策が公表され７）～11），出版社に依る安全指針など

が定期的に発行されている12）～14）。しかし，時代の変遷とともに，内容が現状に沿わな

いものになってきており，記載情報を活用し難い状況になりつつある。小・中・高並びに

大学初年次などの理科実験にて指導する方々に的確に役立つ事故防止策や安全対策が望ま

れる。

　そこで従来の事故防止策，安全対策に最新情報を加えつつ，現状に合った対策を解説す

ることが本稿の目的である。今回は引き続き具体的な理科教育の事故事例としてその対策

などについてひとつずつ見てゆきたい。これまでの専門誌，自治体の対策と報告書，さら

には出版社による書籍を取り上げて，必要な項目には適宜詳細な解説を試み，その事故防

止対策と共に見ていくことにする。

１．学校理科教育現場での具体的な事故例

1.6　低温寒剤による凍傷，酸欠，容器破裂

事故例　　ドライアイスによる容器破裂事故15）

小学校内にある児童保育所で小学三年生の女児がドライアイスと水にてソーダ水作り
をしていた。ペットボトルにドライアイスと水を入れ，蓋をした。その後，数回ボト
ルを振るとボトルが破裂をし，破片が女児の額に刺さり大けがをした。この実験は雑
誌に掲載されていた記事「ドライアイスソーダのつくり方」を参考にしたようである。
雑誌には「蓋に小さな穴を設けるように」という注意書きがあったが女児は穴を設け
ずに実験を行ったようである。事故後，雑誌の出版社は①仕込む水の量を容器容積の
1/4 程度にすること②仕込むドライアイス 1個で，大きさは 1cm3 程度にすることな
どの注意を呼びかけた。
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　小学校ではドライアイスを用いて炭酸飲料を作る学習やドライアイスを用いたペットボ

トルロケットの実験などが行われている。その際に事故例に類似した事故が数多く報告さ

れている。

　ドライアイスは二酸化炭素ガスが凝結した物質であり－78.5℃にて昇華する。固体から

液体にならずに直接気体に物理変化する。ドライアイスを扱う場合は乾いた作業手袋を必

ず着用するべきである（図１）。安易に素手で扱ってはならない。短時間であっても凍傷

になることがあるので注意すべきである。

　用いるドライアイスはハンマーなどにて粉砕し，適度な大きさにしてから用いる。冷却

したい対象物や冷却容器などの大きさを鑑み，粉砕するドライアイスの総量を決める。冷

却速度を高めたい場合は表面積が大きい細かな粒にする必要がある。いずれの場合でも粉

砕破片が四方に飛び散るのでドライアイスは乾いたタオルなどの布地で包み，ハンマーな

どで粉砕すると扱い易い。形状あるドライアイスを求める場合は平タガネを用いる粉砕や

ノコギリでの切断などにて成型する。「万力で歪ませる」方法により粉砕破片の数を減ら

す手法も有用と聞いたことがあるが，お勧めできない。

図１　ドライアイス 液体窒素容器（コンテナ） ステンレス製ジュワー瓶

　炭酸水を作るのであるのならばペットボトルや瓶は密閉しなくても，気体物質は低温ほ

ど良く溶解するので水を冷却することで，十分な濃度の二酸化炭素ガス溶け込ませること

ができる。決してペットボトルや瓶にドライアイスを仕込み，密閉してはいけない。ドラ

イアイスを用いたペットボトルロケット実験では必ず炭酸飲料用のペットボトル（胴回り

が変形の無いきれいな円形で，かつ，底部分がいくつかの尖形状から構成されていること

が確認できるペットボトル）を用いる。くぼみ，傷などがないことも必ず確認するべきで

ある。

　ドライアイスを用いないロケット，即ち加圧ロケットも同様の注意を払う。自転車の空

気入れなどにて加圧した場合もドライアイスと同じ危険が存在する。炭酸飲料用の円形

ペットボトルを選び，変形，傷などがないことを確認する。加圧の際，ボトル口の接続が

不適切であったために生じた事故が多数見受けられる。ゴム栓での接続であると過剰な加

圧によるゴム栓飛び抜け事故が散見される。ゴム栓での接続は過剰な加圧に対する「安全
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弁」的な役割をするが，ゴム栓の飛び抜けに基づく悲惨な事故も生じてしまうことを認識

しておきたい。

　大学において実施されている学生実験，研究実験においてもドライアイスは多用される

寒剤である。アルコールとドライアイスで容易に－78.5℃の低温を作り出すことができる。

　それ以外にもドライアイスは発火性金属ナトリウムの処理に利用していたことを研究論

集52号にて紹介したが危険な処理操作であることを改めて明記しておきたい1）。

　今さら確認をする必要はないと思うがドライアイスは昇華により瞬時にして気体に変化

する。即ち，瞬時にして大気を押し退け，人間を窒息に至らしめる環境をドライアイスは

つくる。ドライアイスを日頃取り扱うことが少ない方はこの特性を軽視することがあるの

で注意を要する。ドライアイスの運搬などにも注意が欠かせない。運搬に関する留意事項

については液体窒素の箇所にて触れる。

事故例　　液体窒素による酸欠，窒息死16）

応用物性の低温実験室で南極大陸にて採取した氷に関する実験を行っていた。低温実
験室のフロン冷却機が故障していたため，室内を低温に保つため，実験室に置いてあっ
た液体窒素 18L を魔法瓶に小分けして低温実験室内に振り撒いたところ酸欠になっ
た。教員 1名，学生 1名が命を落とした。

　液体窒素の低温液化ガスが有する危険性としては①凍傷②容器破裂③窒息④酸素ガスの

凝縮（液化）などが考えられる。凍傷対策の基本は素手で低温液体や容器に直接触れない

ことである。布製手袋などでは低温液化ガスが掛かった場合，布繊維に低温液化ガスが浸

みこむことで皮膚を長時間の間，低温にさらすこととなるので危険である。素手でも短時

間液体窒素が掛かる程度ならば皮膚に触れた液体が即座に気化をし，液体と皮膚との間に

気体の膜が生じ，この膜により直接液体窒素の温度が皮膚に伝わることがないので大きな

危険は生じにくい。素肌に液体窒素がかかった場合よりもむしろ衣服にかかった場合の方

が危険性は大きい。液体窒素を扱う機会がある学生には先ずはこの知識を叩き込みたい。

　さらに，低温液体保持（運搬）容器に関する危険性もある。低温になった容器への接触

により皮膚表面の水分が瞬時に凍結する。凍結することにより接触した皮膚が容器に貼り

ついてしまい，熱が奪われることとなる。低温液体を扱う場合は専用の皮革製手袋を必ず

着用することを欠かしてはならない。

　低温液化ガスの扱いは基本，断熱容器にて行う。断熱しない場合は一気に気化現象が生

じ，体積が一瞬にして800 ～ 900倍になり，周囲の大気を押しのける爆発的な現象が生じ

る。瞬時に低酸素環境が生じることとなり窒息の危険性が生まれる。密閉容器であれば容

器破裂の危険があり，さらなる被害の拡大が予想される。

　先で述べたとおり二酸化炭素の固体であるドライアイスも同じ危険性を有する。取り

扱っているエリアを一瞬にして窒息死を招く環境をつくる。液体窒素を扱う場合の危険性

を述べるがドライアイスも同一の扱いをすべきと考えている。

　液体窒素などの低温液化ガスを扱う際に酸欠，窒息などの事故を防ぐためには密閉空間
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を避け，通気性を確保した環境下で行うべきである。自動車にて低温液化ガスを運ぶ場合

は窓を必ず開けるべきである。エレベーターは密閉空間であるので無人の状態で運搬する。

第三者の利用が予想される場合は『液体窒素運搬中』，『生命体の乗込み厳禁』などの文字

を大きく表記した掲示物を付することを欠かしてはならない。載せ込む階，積み下ろす階

の扉に係員を配置すると共に途中階の扉にも気を配るべきである。

　低温液化ガスの扱いでは専用の運搬容器（コンテナ）やデュワー瓶が利用される（図１）。

容器破損という危険性を回避するため近年，容器素材は金属（ステンレスなど）製が主流

となりつつある。なお，冷却対象物質の状態確認ために硝子製デュワー瓶は今でも欠かせ

ない存在である。

　専用容器に低温液化ガスを仕込み，しばらく利用していると容器のとば口などに結氷が

見られる。大気が低温物質に接し，大気内の水分が凍結することにより生じる現象である。

この凍結により容器破損を招くことがある。低温液化ガスを保存する場合はその容器専用

蓋（金属製，被せ蓋）をすることを忘れてならない。蓋をした際，容器が密閉状態になっ

ていないことも確認しておきたい。多様な低温液化ガスの中でも特に注意を払うべき物質

は液体酸素である。酸素それ自体は燃焼，爆発はしないが強力な酸化作用を持つ。液体窒

素，液体酸素それぞれの沸点は近接しており，各々の沸点は－196℃（N2），－183℃（O2）

である。液体酸素が若干，高い沸点を持っていることから液体窒素により液体酸素が凝縮

を起こす。長時間，液体窒素を大気にさらした状態で放置しておくと容器内に残存する液

体があるときには液体酸素との混合物に変わっている。この混合物が昇温されると爆発的

に反応するので大変危険である。有機溶媒が入ったガラス容器（トラップ管など）を開放

にしたまま液体窒素で冷却，放置することがいかに危険であることかが理解できる。ト

ラップ管の放置などは絶対に避けるべき行為なのである。また，断熱機能を持たない金属

などの容器に液体窒素を入れると容器外側から液体酸素がしたたり落ちるのが観察される

ことからも容易に酸素が液体窒素で液化されることが理解できる。

1.7　有機溶媒による引火火災，電気機器の火災

事故例　　有機溶媒による乾燥庫，冷蔵庫の引火爆発16）

　洗浄をしたガラス器具を直ちに使用をするため，水ですすいだガラス器具類表面を
アセトンで洗浄（置換）をした後に乾燥機に納めた。乾燥機の状態は既に目的の温度
であった。乾燥機に納めた後，しばらくしてから乾燥機内で爆発が起こり，ガラス器
具類と乾燥機内部が破損した。
　冷蔵庫に保管されていた薬品の中に引火性が高い合成品などがあり，止栓無き容器
にて収納されていたために，庫内に引火性溶媒蒸気が充満し，爆発限界内の混合気体
が生成し，爆発を起こした。

　有機溶媒を扱う際に最も注意をすべきことは①引火による火災②電気機器のスパークと

する爆発である。これらを未然に防ぐことは欠かしてはならない。有機溶媒は一般的に揮
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発性物質が多く，テトラクロロメタン（四塩化炭素），トリクロロメタン（クロロホルム）

やジクロロメタン（塩化メチレン）などの難燃性物質以外のほとんどが引火性を有する。

　引火性とは蒸気が空気と混合気体（燃焼範囲内の濃度）を作る性質のことである。混合

気体（燃焼範囲内の濃度）がバーナーの炎などの裸火や，電気機器にて生じるスパークな

どを着火源として燃焼し，蒸気の発生源までに炎が走り，発生源が継続的に燃焼する現象

を引火と言う。引火性物質である有機溶媒周辺に着火源が存在しなくても，遠方にある着

火源から燃え移る危険性がある。可燃性混合気体が生じるようになる液体の最低温度，そ

の温度を引火点という（表１）。また引火点はその有機溶媒の空気中で燃焼（爆発）する

飽和蒸気圧の下限値の温度に対応する（図２）。

図２　ベンゼンの飽和蒸気濃度と燃焼爆発範囲，上限，下限と引火点の関係17）
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表１　可燃性ガス，有機溶媒の爆発（燃焼）限界と引火点18）

可燃性ガス 発火温度[℃]
爆発（燃焼）限界（Vol％）

引火点[℃] 沸点[℃] 蒸気密度
（対空気）下限 上限

水素ガス 560 4.0 75 （ガス） -253 0.1
アセチレンガス 305 2.3 100 （ガス） -84 0.9
アセトン 539 2.5 14.3 -20 56 2.0
ベンゼン 498 1.2 8.6 -11 80 2.7
トルエン 530 1.0 7.8 4 111 3.1
ジエチルエーテル 175 1.7 39.2 -45 35 2.6
エタノール 400 3.1 19 12 78 1.6
酢酸 510 4.0 19.9 39 118 2.1
　図２，表１に明示している爆発限界の上限値（ベンゼン）は各々の引用文献に基づく。

　引火点は可燃性液体の危険性を判断するうえでの基準として用いられるが，研究論集

52号にて見たように汎用される溶媒はいずれも消防法で規定されているところの第四類

引火性液体に属し，火災の恐れのある危険物として扱われる１）。

　このことから判るように，有機溶媒を使用するときには先ず（ⅰ）火気の使用を禁止し，

（ⅱ）実験室の入り口の扉を開放し，換気扇などを用いて常時空気の流れを作り出してお

く，（ⅲ）必要以上量の溶媒を実験室に持ち込まないなどの配慮が必要である。火気が使

用できなくなるため，加熱の手段としては投げ込み式電熱ヒーター，ホットプレート，ア

ルミブロックなどの電熱式の器具を用いると安全である。むき出しの電熱線が有機溶媒蒸

気に触れる可能性がある構造を持つヒートガンなどは引火の危険性があるので用いてはい

けない。沸点が低いジエチルエーテルの蒸留の場合は撮影用電球の点灯にて加熱する手法

もある。その際アルミ箔などを用いて光を反射，集約させると効率が上がる。

　近年は目にすることが少なくなったが，実験器具の洗い場に瞬間ガス湯沸かし器が設置

されている実験室があった。常時，種火が着いている機種，頻繁にスパークする機種など

多種多様である。引火の危険を回避するためガス湯沸かし器の設置は避けたい。別室であっ

ても，廊下を挟んだ向かいの位置の区域であっても，建物内であるのならば蒸気が漂う可

能性をゼロのすることが出来ない。同一建屋内に瞬間ガス湯沸かし器は設置すべきでない。

電気温水器などの他の給湯設備か，熱源を屋外に設けるなどの検討をすべきである。

　洗浄後の器具を即座に乾燥したい場合，器具表面に付着している水分を溶媒成分（アル

コール，アセトンなど）に置換し，乾燥させることがある。溶媒成分で置換した器具を乾

燥機（図３　左）に直接，収めたところ引火したという事故例を紹介した。乾燥器は庫内

底部に電熱線が設置されている構造になっている。かかる電熱線が赤熱していることから

庫内は引火しやすい環境になっていることを知っておきたい。置換溶媒のアセトンはアル

コールよりも引火し難いと言われているが，他の溶媒が少しでも混入すると安心はできな

い。

　事故例で紹介したように冷蔵庫にも危険がある。冷蔵庫のサーモスタットが機能する瞬

間に電気的スパークが発生し，引火爆発を引き起こすことがある。研究室，実験室ではサー

モススタットを覆った防爆仕様冷蔵庫19）に納め，防爆仕様でない冷蔵庫には有機溶媒溶
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液などを入れてはならない。図３に防爆仕様冷蔵庫の背面を示した。電源コードは有機溶

媒蒸気がたどり着きにくい上部から配線されている。

　引火防止対策が十分に行えない場合には前述の（ⅱ）の対策だけは確保するべきである。

実験室を開放し，換気扇などで常時空気の流れを作り出し，溶媒蒸気を希釈し，排気させ

る環境を作り出すべきである。先に挙げた加熱具も完全に引火を誘発しないわけではない。

場合によっては火源になりうるが，適確に換気を常時行っていれば燃焼範囲内の濃度に達

することはほとんどない。

　実際に火災が発生した場合，小規模の場合は砂や濡れ雑巾などを直接炎に掛ける程度で

収まることがある。それ以上激しい火災の場合では消火器を用いる。従って，砂，濡れ雑

巾，消火器などの消火用器材は必ず用意されていなければならない。多くの生徒，学生は

引火未経験である。小規模の引火実験は効果的である４）。万全なる注意を払い，ジエチル

エーテルなどの有機溶媒を数滴，実験台の机上にたらし，小規模な引火を引起す。引火が

どのような現象なのかを実際に生徒，学生に体験させておく。万が一，引火事故に遭遇し

た場合であっても体験が役立ち，慌てることなく対処し得るようになる。

　大学での学生実験，研究実験における有機溶媒の使用量は小・中・高とは比較にならな

いほど多い。そのため大学では消防法に基づいて危険物倉庫の設置が義務づけられ，主に

18L（一斗）缶で保管されている（図４）。危険物倉庫から実験室へはガロン瓶やポンド

瓶で小分けにして運搬をしているのが現状である。

　その際に研究論集52号にて，解説した「防火区画毎の指定数量」を超過していないこ

とに気を付ける必要がある１）。さらに有機溶媒の運搬中に生じるガラス容器（ガロン瓶）

の破損事故を防ぐため市販している専用キャリア（図４）を使用することを勧めたい20）。

図３　乾燥機（左） 防爆冷蔵庫の背面（右）
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図４　有機溶媒用の一斗缶 ガロン瓶専用キャリア（一例）

1.8　廃液混合による爆発・有毒ガス発生

事故例　　廃液混合による発熱，ガス発生13），21）

　外部委託業者への搬出のために前処理として幾つかの有機廃液を混合したところ，
トラックに積載後，発熱をして一斗缶がパンパンに膨らんだ。
　一斗缶で有機廃液を長期間保存していた。内部より腐食が進行し，受け器であるバッ
トを敷いていなかったため，廃液が床に漏れた 13）。
　酸，アルカリ，有機溶媒などに分別しドラフトに廃液を保管していたが酸廃液に濃
硫酸と濃塩酸を混ぜたところ塩酸が脱水され塩化水素ガスが発生し，酸廃液のタンク
が白煙をあげ，沸騰した 21）。

　化学実験で生じる廃棄物は破損ガラスと廃液に大別される。破損ガラスは専用のゴミ箱

を用意して捨てさせるが，ガラスを廃棄する際はケガがつきものなので破損しないように

実験操作中に十分注意を払うことが肝要である22）。

　廃液は大きく　①有機溶媒　②重金属系溶媒　③酸・強塩基　④重金属以外の無機溶液

に区別される。環境保全の立場から①，②は流し台から排水路に流すべきではない。④は

水にて充分に希釈した後であるのならば排水路に流すことが許される。③の強酸，強塩基

も中和処理した後に排水路に流すことができる場合がある。中和するために酸ならば塩基，

塩基ならば酸が必要となるが，中和するために使用する酸，塩基は新規購入物ではなく実

験にて回収した酸，塩基を保存して，利用するとよい。酸，塩基の回収容器各々には主な

回収成分を書き留めておくと無用のトラブルを回避できる。①，②は実験室に大きめの肉

厚ポリタンク（ポリエチレン）を用意して回収する（図５）。必ずポリエチレン系容器を

用いる。間違えてポリエステル系容器を用いることにより生じた事故事例があるので注意

をしたい。
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　有機系の廃液はさらに可燃性のものと難燃性のもの

に分ける。有機溶媒と重金属の廃液処理は業者に依頼

しなければならない。重金属の廃液は処理経費削減を

図るために濃縮を試みて容積を削減したい。具体的に

は広口の容器に移し水分を自然蒸発させるのが安全で

ある。不用意に加熱するのは危険が伴うので避けるべ

きである。廃液用ポリタンク側面に回収内容物を明示

すると共に実験室内の壁面などにも明示しておくこと

は肝要である。容器側面の掲示は廃液により朽ち果て，

文字確認ができなくなる場合がある。必ず壁面掲示を

欠かしてはならない。回収内容物の掲示により錯誤に

よる危険な混合操作を回避できる。

　業者に委託する場合には各都道府県の産業廃棄物指

導課に問い合わせることが肝要である。都道府県知事

から許可を受けている産業廃棄物処理業者の紹介が受けることが出来る。不祥事により許

可の取消などがあるので業者の確認は毎年行うことを勧める。実験廃棄物の処理を適切に

行うことは地球環境を維持することであり，「持続的発展が可能な社会を構築する」ため

の重要な作業であることを実験に参加した生徒，学生に必ず意識させたい。「環境基本法」

は「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すると共に人類の福祉に貢献

する」ことを目的として制定されていることも改めて意識させたい。

　排水は実験室の流し台などから排水路に排出する汚水を指す。実験室からの排水は基本

的に水質汚濁防止法に該当するため，環境基本法に基づいて各種の規制を受ける。

　実験室で発生する排水に関しては「水質汚濁防止法」のほかに，「下水法」にて規制さ

れている。さらに，排ガスについては「大気汚染防止法」にて，土壌汚染に関しては「土

壌汚染対策法」にて，廃棄物に関しては「廃棄物の処理および清掃に関する法律」にて規

制がなされている。また，それぞれの立地地域自治体などが制定している独自条例なども

的確に把握し，厳守するべきである。各々の教育機関自体が設けている内部規定も忘れて

はいけない。

　廃液の回収に加え，実験器具などに付着し

ている残渣，汚物も２回目の洗浄液まで必ず

回収をしたい。抽出操作にて発生する水層は

特に気を付けたい。重金属類，アンモニウム

イオン，水溶性の有機化合物などが溶解して

いることを忘れがちになるので実験開始前に

必ず回収することを生徒，学生に伝え，指導

をする。油層にも注意を払いたい。ジクロロ

メタンの様な低沸点溶媒は水流ポンプ（アス

ピレーター）を用いて溶媒濃縮操作をしてし

まうと有毒性が高いにもかかわらず排水路に

流出することになり問題である。この様な濃

図５　廃液ポリタンクとバット

図６　ダイヤフラムポンプ
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縮操作を行う場合は有効なトラップを備えたダイヤフラムポンプ（図６）を使用すべきと

考える。

　有機系廃棄物を保管する場合は腐食を受けやすい金属製一斗缶（図４）の利用は避ける

べきである。ポリタンクであっても経年劣化したタンクは避け，更新するべきである。腐

食，亀裂などからの漏洩に基づく引火火災は少なくなく，危険であることを認識して欲し

い。これらのトラブルは実験に関わる者として防ぐべきであろう。

　廃液は混合してはならない場合がある。次に混合危険を示す２），３），23），24）。

　①　過酸化物，過マンガン酸カリウムなどの酸化物　　と　　有機物質

　②　シアン化物，硫化物，次亜塩素酸塩　　と　　酸

　③　塩酸などの揮発性酸，その塩　　と　　不揮発性の酸

　④　濃硫酸，スルホン酸，オキシ酸，ポリリン酸などの酸　　と　　他の酸

　⑤　アンモニウム塩，揮発性アミン　　と　　アルカリ

　これらは相互に混合してはいけない。たとえ少量であっても危険である。

　薬品単体やそれを含む廃液は単独で有れば特段危険性はないが，他の成分と混合するこ

とにより発火，爆発などを起こしたり，有毒ガスを発生する恐れがある場合も存在する。

　一般的には酸化作用のある物質に還元性の成分を混ぜると危険なことが多い３）。

　①に分類されている過酸化物（酸化剤）が有機物（還元剤）と混合されると急激に反応

（酸化還元反応）が起こり，爆発することを研究論集52号の「塩素酸塩」にて述べた１）。

　②に分類されているシアン化物，硫化物，次亜塩素酸などは強い酸でシアン化水素，硫

化水素や塩素のような有毒ガスを発生するから，これらを含む廃液に酸性廃液を加えない

ように気を配る必要がある。事故例にて取り上げた最後の事例は塩化水素ガスが発生する

事故であり，③の混合に相当する。

　⑤の場合はアンモニウム塩や揮発性アミンはアルカリ性を示し水に溶解するが強アルカ

リを混合するとアンモニアガスや低沸点のアミンガスが生じる。

　これらの混合以外の危険な組み合わせとしてアンモニアとヨウ素との混合がある。この

混合では極めて爆発しやすいヨウ化窒素が生じる可能性が高い 24）。このヨウ化窒素は爆

発性物質の中でも最も危険な分類とされている。

　さらに銀鏡反応の廃液を塩基性にすると窒化銀（雷銀）が生成し，爆発することは研究

論集52号にて述べた１）。銀鏡反応の廃液は放置せず，反応を確認し終えたならば速やか

に塩酸などを添加し，廃液を酸性側に偏らせて塩化銀として回収するべきである。

　特に消防法の危険物（表２）については，前述した混合危険を避けるため，類ごとに保

管を行い，類を異なる危険物は一緒に置かないことが必要である。

　表２は貯蔵（薬品庫など）にも頻繁に適用されているばかりでなく危険物を輸送すると

きの規制でもある。表中の「×」印の組み合わせ箇所は混合すると発火の恐れなどがある

ので，保管・輸送においては離しておく必要がある。また，危険物は高圧ガスとの混載も

禁止されているため，ガスボンベ倉庫に危険物を保管することは禁止されている。
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表２　　　危険物同士による混合の危険性一覧表25），26）

第一類 第二類 第三類 第四類 第五類 第六類

第一類 × × × × 〇
第二類 × × 〇 〇 ×
第三類 × × 〇 × ×
第四類 × 〇 〇 〇 ×
第五類 × 〇 × 〇 ×
第六類 〇 × × × ×

　×：混合禁止　　　〇：混合可

消防法の危険物

火災・爆発を引き起こす危険な固体，液体（性質によっては第一類～第六類に分類）の分類

第一類　酸化性固体　　硝酸カリウム，過マンガン酸塩，塩素酸塩，過酸化ナトリウムなどが該当する。

第二類　可燃性固体　　赤リン，スチールワイヤー，金属粉体などが該当する。

第三類　自然発火性物質　及び　禁水性物質　　カーバイド，水素化リチウム，金属ナトリウムなどが該当する。

第四類　引火性液体　　ガソリン，灯油，二硫化炭素，エーテルなどが該当する。

第五類　自己反応性物質　　ピクリン酸，硝酸エステル，過酸化物，アジ化ナトリウムなどが該当する。

第六類　酸化性液体　　硝酸，過塩素酸塩，過酸化水素水などが該当する。

おわりに

　前回に引き続き具体的に事故例について実験操作ごとに見てきた。理科実験では頻繁に

行われる冷却操作から取り上げることにした。廃棄，引火などについても触れ，

実験室の安全確保に役立つ解説を試みた。次回以降は中毒などについて触れる予定である。
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